
 

指名停止について 

 

記 者 発 表 資 料 

 

 

沖縄総合事務局は、別紙のとおり指名停止措置を行ったので、お知らせし

ます。 

 

 

令和７年 11月 14日 

 

沖縄総合事務局 

 

 

記 者 発 表 

沖縄総合事務局記者クラブ 

 

 

【問い合わせ先】 

◎ 沖縄総合事務局開発建設部管理課  契約管理官  森  明彦 

                 契約管理係長 宮良 長幸 

TEL 098-866-0031（内 2356､2541）  夜間 098-866-1981 

 

沖縄総合事務局総務部会計課    課長補佐   城間 直志    

                 専門職    照屋 華乃子 

TEL 098-866-0031（内 81321､81324） 夜間 098-866-0046 

 

   ◎は本件の主務課です。 

 

 

令和７年 11月 14日 

〜美ら島の未来を拓く〜 

沖 縄 総 合 事 務 局 



 

 
指名停止の概要 

 

１． 指名停止措置業者名及び住所 

指名停止業者名 住       所 

株式会社ジェイアール東日本企画 東京都渋谷区恵比寿南１－５－５ 

 

２．指名停止措置期間 

令和７年 11月 14日 ～ 令和８年８月 13日（９ヵ月） 

 

３． 指名停止措置の範囲 

沖縄総合事務局管内 

 

４． 事実概要 

当該業者は、国土交通本省及び観光庁が令和５年度に交付した補助金２件に関して、実際

の従事状況に基づくことなく算定した人件費を、当該補助金交付のため必要な実績報告書等

に記載して国土交通本省等に提出し、補助金を過大に請求していた。 

 

５．指名停止措置理由 

上記「４．事実概要」に基づき、本件は「沖縄総合事務局の工事請負契約に係る指名停止 

等の措置要領」別表第２第 15号に該当する。 

○沖縄総合事務局の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第２ 抜粋 

措 置 要 件 期 間 

（不正又は不誠実な行為） 

15 別表第１及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は

不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当である

と認められるとき。 

 

当該認定をした日から 

１ヵ月以上９ヵ月以内 

 

 


